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第一部【証券情報】
 

（１）【ファンドの名称】

黒田アクティブジャパン

（以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）

 

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型株式投資信託（契約型）の受益権（以下「受益権」といいます。）

当初元本は１口につき１円です。

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提

供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適

用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替

機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下

「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替

口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であ

るばんせい投信投資顧問株式会社（「委託者」または「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情

等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名

式や記名式の形態はありません。

なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証

券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券

の再発行の請求を行なわないものとします。

 

（３）【発行（売出）価額の総額】

3,000億円を上限とします。

 

（４）【発行（売出）価格】

取得申込日の基準価額
※
です。

なお、午後3時までに、取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続が完了

したものを当日のお申込み分とします。

※申込受付時間は、販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、当ファンドにおいては１万口

当りの価額で表示されます。

ファンドの基準価額については販売会社または委託会社照会先にお問合わせ下さい。

≪委託会社照会先≫
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（５）【申込手数料】

①申込手数料は、取得申込日の基準価額に、3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会社がそれぞれ独自

に定める手数料率を乗じて得た金額となります。

※詳しくは販売会社にお問合わせ下さい。

②収益分配金を再投資する場合には申込手数料は、課されないものとします。

③当ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗換え」
※１
または「償還前乗換え」

※２
により当ファンド

の受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があります。

ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取扱い、優遇の内容、優遇を受けるための条件

等は販売会社毎に異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認下さい。

※１「償還乗換え」とは、取得申込日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信託の償還金等をもって、その支払

いを行った販売会社で当ファンドの受益権をお求めいただく場合をいいます。

※２「償還前乗換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定期間内において、当該証券投

資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会社で当ファンドの受益権をお求めいただく場合をいいま

す。

 

（６）【申込単位】

①分配金受取コースを選択された場合　：1万口以上1万口単位(当初元本1口＝1円)

②分配金再投資コースを選択された場合：1円以上1円単位

申込単位は販売会社によって異なります。詳しくは販売会社へお問合わせください。ただし、「分配金

再投資コース」（以下に定義します。）を選択した投資者が収益分配金を再投資する場合には1口単位

とします。

 

（７）【申込期間】

平成25年3月1日（金）から平成26年2月28日（金）までです。（継続申込期間）

※なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

 

（８）【申込取扱場所】

申込みの取扱場所（販売会社）については、委託会社照会先にお問合わせ下さい。

※販売会社と販売会社以外の証券会社(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行うものをい

います。以下同じ。)が取次業務に関する契約を結び、当該証券会社が申込みの取次ぎを行う場合があります。

 

（９）【払込期日】

受益権の取得申込者は、取得申込日から起算して5営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払

いください。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払い

いただく場合があります。各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれ

る日に、委託会社の指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(「受託者」または「受託会

社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。

 

（１０）【払込取扱場所】

申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、委託会社照会

先までお問合わせ下さい。

※販売会社と販売会社以外の証券会社が取次業務に関する契約を結び、当該証券会社が払込みの取次ぎを行う場合があ

ります。
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（１１）【振替機関に関する事項】

振替機関は下記の通りです。

株式会社　証券保管振替機構

 

（１２）【その他】

①申込みの方法

受益権の取得申込に際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。

分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取るコース(以下「分配金受取コース」といい

ます。)と、分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース(以下「分配金再投資コース」といいま

す。)の2つの申込方法があります。

お申込みの際には、「分配金受取コース」か「分配金再投資コース」か、どちらかのコースをお申し出

ください。(原則として、お買付け後のコース変更はできません。)

なお、販売会社や申込形態によっては、どちらか一方のコースのみのお取り扱いとなる場合や、買付単

位が異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問合わせください。

②取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し

　金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、買付のお申込みの受付

けを中止すること、および既に受付けた買付のお申込みの受付けを取り消す場合があります。

③振替受益権について

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機

関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振

替機関の業務規程、その他の規則にしたがって支払われます。

（参考）

◆　投資信託振替制度とは

・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。

・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記

載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
 
第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

 

①ファンドの目的及び基本的性格

当ファンドは、主として黒田マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）を通じてわが国の株式

へ投資することで、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行ないます。

 

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分

に該当します。

 

 

《商品分類表》

単位型・追加型 投資対象地域
投資対象資産
（収益の源泉）

 
 
 

単 位 型
 
 
 

追 加 型
 

 
 

国　　内
 
 

海　　外
 
 

内　　外

 
株　　式
 

債　　券
 

不動産投信
 

その他資産
（　　　　）
 

資産複合
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《属性区分表》

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態

 
株式
　一般
　大型株
　中小型株
 
債券
　一般
　公債
　社債
　その他債券
クレジット属性
（　　）

 
不動産投信
 
その他資産
（投資信託証券（株式

中小型））

 
資産複合
（　　　）
　資産配分固定型
　資産配分変更型

 
年1回
 
年2回
 
年4回
 
年6回
（隔月）
 

年12回
（毎月）
 
日々
 

その他
（　　）

 
グローバル

 
日本
 
北米
 
欧州
 

アジア
 

オセアニア
 

中南米
 

アフリカ
 

中近東
（中東）
 

エマージング

 

 

 

 

 

 

ファミリーファンド

 

 

 

 

 

 

 

ファンド・オブ・ファ

ンズ

※　ファンドの該当する商品分類および属性区分は上記の表中に網掛け表示しております。

 

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

以下の通りです。

 

＜商品分類表定義＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成22年7月1日現在

単位型投信・追加型投信の区分

（1）単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われな

いファンドをいう。

（2）追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに

運用されるファンドをいう。

投資対象地域による区分

（1）国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産

を源泉とする旨の記載があるものをいう。

（2）海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産

を源泉とする旨の記載があるものをいう。

（3）内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と

する旨の記載があるものをいう。

投資対象資産による区分

（1）株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉

とする旨の記載があるものをいう。
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（2）債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉

とする旨の記載があるものをいう。

（3）不動産投信（リート）…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実

質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載がある

ものをいう。

（4）その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記

（1）から（3）に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他

資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。

（5）資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記（1）から（4）に掲げる資産のうち複数の資

産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

独立した区分

（1）MMF（マネー・マネージメント・ファンド）…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。

（2）MRF（マネー・リザーブ・ファンド）…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。

（3）ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規

定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場

証券投資信託をいう。

補足分類

（1）インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の

記載があるものをいう。

（2）特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ

る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小

分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、

それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

 

＜属性区分類表定義＞

投資対象資産による属性区分

（1）株式

①一般・・・次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。

②大型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい

う。

③中小型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの

をいう。

（2）債券

①一般・・・次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。

②公債・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債（地方債、政府

保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものを

いう。

③社債・・・目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が

あるものをいう。
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④その他債券・・・目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨

の記載があるものをいう。

⑤格付等クレジットによる属性・・・目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に

よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲

げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

（3）不動産投信・・・これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

（4）その他資産・・・組入れている資産を記載するものとする。

（5）資産複合・・・以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

①資産配分固定型・・・目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい

ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとす

る。

②資産配分変更型・・・目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい

ては、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをい

う。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

決算頻度による属性区分

①年1回・・・目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。

②年2回・・・目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。

③年4回・・・目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。

④年6回（隔月）・・・目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。

⑤年12回（毎月）・・・目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも

のをいう。

⑥日々・・・目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。

⑦その他・・・上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

投資対象地域による属性区分：（重複使用可能）

①グローバル・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と

する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明

確に記載するものとする。

②日本・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨

の記載があるものをいう。

③北米・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす

る旨の記載があるものをいう。

④欧州・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす

る旨の記載があるものをいう。

⑤アジア・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の

資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑥オセアニア・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資

産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑦中南米・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉

とする旨の記載があるものをいう。

⑧アフリカ・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を

源泉とする旨の記載があるものをいう。
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⑨中近東（中東）・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資

産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑩エマージング・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域

（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

投資形態による属性区分

①ファミリーファンド・・・目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファン

ズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。

②ファンド・オブ・ファンズ・・・「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ

・ファンズをいう。

為替ヘッジによる属性区分

①為替ヘッジあり・・・目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の

ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。

②為替ヘッジなし・・・目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある

もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分

①日経225

②TOPIX

③その他の指数・・・上記指数にあてはまらない全てのものをいう。

特殊型

①ブル・ベア型・・・目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に

投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動（一定倍の連動若しくは逆連動

を含む。）を目指す旨の記載があるものをいう。

②条件付運用型・・・目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを

用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等

が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものを

いう。

③ロング・ショート型／絶対収益追求型・・・目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ

れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の

記載があるものをいう。

④その他型・・・目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しな

い特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

※上記商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧いただけます。

《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレスhttp://www.toushin.or.jp/》
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②ファンドの特色
 

 

EDINET提出書類

ばんせい投信投資顧問株式会社(E14235)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

10/91



 

③信託金限度額

委託者は、受託者と合意のうえ、金3,000億円を限度として、信託金を追加することができます。

委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
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（２）【ファンドの沿革】

平成17年11月30日　投資信託契約締結日、ファンドの設定・運用開始

 

（３）【ファンドの仕組み】

①ファンドの仕組み
 

 
※１　投資信託受益権の取扱に関する契約

委託者と販売会社との間において、販売会社が行う受益権の募集販売等の取扱い、収益分配金および償還金の支払い、

一部解約の取扱い等を規定しています。

※２　証券投資信託契約

委託者と受託者との間において、委託者および受託者の業務、受益者の権利、信託財産の運用・評価・管理、収益の分

配、信託の期間・償還等を規定しています。
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②委託会社の概況　（平成25年1月末日現在）

・資本金の額

現在の資本金の額 5億1,450万円

 

・委託会社の沿革

平成10年7月クォンティス投資顧問株式会社を設立

平成10年9月投資顧問業の登録

平成12年6月投資一任契約に係る業務の認可を取得

平成15年8月商号をプライマリー・アセット・マネジメント株式会社に変更

平成17年7月商号をファンドクリエーション投資顧問株式会社に変更

平成17年9月商号をファンドクリエーション投信投資顧問株式会社に変更

平成17年10月投資信託委託業に係る業務の認可を取得

平成19年9月

平成22年4月

金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録

商号をばんせい投信投資顧問株式会社に変更

 

・大株主の状況

株　主　名 住　所 持　株　数 持株比率

ばんせい証券株式会社
東京都中央区新川一丁目21－2

茅場町タワー
20,180株 100.00％

 

EDINET提出書類

ばんせい投信投資顧問株式会社(E14235)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

14/91



２【投資方針】

（１）【投資方針】

①基本方針

当ファンドは、主として黒田マザーファンドを通じてわが国の株式へ投資することで、信託財産の成長

を目標に積極的な運用を行ないます。

②運用の方法

〔1〕主要投資対象

黒田マザーファンド受益証券への投資を通じて、東証一部上場の大型株を除く、わが国の中小型株

（JASDAQ上場株式、東証マザーズ上場株式、名証セントレックス上場株式、日本国内の各金融商品取

引所第二部上場株式および第一部上場の小型株、中型株等）へ投資します。また、上記投資対象株式

に直接投資する場合もあります。

〔2〕投資態度

a.　マザーファンドならびに当ファンドでの銘柄選定にあたっては、中小型株の投資魅力である企業の

成長性に主として着眼し、また、割安な企業、変化する企業について、個別企業のファンダメンタル

ズなどをもとに株価水準や株式のバリュエーション、流動性などを勘案して投資を行ないます。

b.　マザーファンドならびに当ファンドの組入銘柄については、中長期的な観点からの投資を基本とし

ますが、企業の経営姿勢や業績の変化、株価水準等を総合的に判断し、個別銘柄に対する投資比率の

調整（投資比率の引き下げや引き上げなど）を行ないます。株式需給要因にも注目し、短期的な株

価急上昇時には売却を優先します。

c.　数倍化する可能性のある銘柄の発掘に努めます。事業の成長性・高収益の維持・向上、収益構造の変

化で企業が変身できるか、などあらゆる点から企業を見つめた分散投資を行い、その中から数倍化

する可能性のある銘柄の出現をじっくり待つという姿勢をとります。好パフォーマンスを獲るため

に数倍化する可能性を秘めた成長企業の発掘に努めます。

※当ファンドの組入れ銘柄の時価が数倍上がるという保証はありません。当ファンドは複数の銘柄に投資するた

め、一部の銘柄の時価が高騰した場合にも、他の銘柄の時価が下落した場合には、当ファンドの基準価額は下落す

る可能性があります。

d.　信託財産の純資産総額に占める実質株式組入比率は、原則として70％程度以上とします。ただし、信

託設定当初や償還に備えた株式売却時ならびに収益分配金の支払いに備えるとき、および前項に係

るマザーファンドならびに当ファンドの組入銘柄の投資比率調整等により、実質株式組入比率が当

該比率を下回ることがあります。

e.　株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に

属する株式以外の資産のうち、当ファンドの信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への

投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。ただし、当初設定日直後、大量の追加設定又

は解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに

残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記の

ような運用ができない場合があります。

〔3〕主な投資制限

a. 株式への実質投資割合には制限を設けません。

b. 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額

の20％以下とします。
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c. 投資信託証券への実質投資割合（マザーファンド受益証券を除きます。）は、信託財産の純資産総

額の5％以下とします。

d. 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。

e. 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の

5％以下とします。

f. 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新

株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な

いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号およ

び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）へ

の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

g. 外貨建資産への投資は行ないません。

〔4〕運用の形態

当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行ないます。「ファミリーファンド方式」と

は、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の皆様からお預かりした資金をベビーファン

ド（当ファンド）としてとりまとめ、その資金の全部または一部をマザーファンド(黒田マザー

ファンド）受益証券に投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。ベ

ビーファンドがマザーファンドに投資する際のコストはかかりません。また、マザーファンドの運

用収益はすべてベビーファンドに還元されます。

当ファンドはわが国の株式などを直接組入れる場合もあります。新たなベビーファンドを設定し黒

田マザーファンドへ投資することがあります。
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（参考）マザーファンドの概要

「黒田マザーファンド」

運用の基本方針

１．基本方針

この投資信託は、主としてわが国の株式へ投資することで、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行な

います。

２．運用方法

（1）投資対象

東証一部上場の大型株を除く、わが国の株式（JASDAQ上場株式、東証マザーズ上場株式、名証セントレック

ス上場株式、日本国内の各金融商品取引所第二部上場株式および第一部上場小型株、中型株等）を主要投

資対象とします。

（2）投資態度

①当ファンドでの銘柄選定にあたっては、中小型株の投資魅力である企業の成長性に主として着眼し、ま

た、割安な企業、変化する企業について、個別企業のファンダメンタルズなどをもとに株価水準や株式

のバリュエーション、流動性などを勘案して投資を行います。

②当ファンドの組入銘柄については，中長期的観点からの投資を基本としますが、企業の経営姿勢や業

績の変化、株価水準等を総合的に判断し、個別銘柄に対する投資比率の調整（投資比率の引き下げや引

き上げなど）を行ないます。株式需給要因にも注目し、短期的な株価急上昇時には売却を優先します。

③数倍化する可能性のある銘柄の発掘に努めます。事業の成長性・高収益の維持・向上、収益構造の変化

で企業が変身できるか、などあらゆる点から企業を見つめた分散投資を行い、その中から数倍化する可

能性のある銘柄の出現をじっくり待つという姿勢をとります。好パフォーマンスを獲るために数倍化

する可能性を秘めた成長企業の発掘に努めます。

※当ファンドの組入れ銘柄の時価が数倍上がるという保証はありません。当ファンドは複数の銘柄に投資するため、一

部の銘柄の時価が高騰した場合にも、他の銘柄の時価が下落した場合には、当ファンドの基準価額は下落する可能性

があります。

④信託財産の純資産総額に占める株式組入比率は、原則として70％程度以上とします。ただし、信託設定

当初や償還に備えた株式売却時ならびに収益分配金の支払いに備えるとき、および前項に係る組入銘

柄の投資比率調整等により、株式組入比率が当該比率を下回ることがあります。

⑤株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属

する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資

は、原則として信託財産総額の50％以下とします。ただし、当初設定日直後、大量の追加設定または解約

が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに残存元本が

運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用が出

来ない場合があります。

（3）投資制限

①株式への投資割合には制限を設けません。

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％

以下とします。

③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。

④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。
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⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下と

します。

⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予

約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを

あらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定

めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資割合は、信

託財産の純資産総額の10％以下とします。

⑦外貨建資産への投資は行ないません。

３．収益分配方針

運用による収益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、期中には分配を行ないません。

 

（２）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる

ものとします。

〔1〕次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第１項で定め

るものをいいます。以下同じ。）

a.有価証券

b.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約

款第21条および第22条に定めるものに限ります。）

c.約束手形

d.金銭債権

②有価証券および金融商品の指図範囲等

〔1〕委託者は、信託金を、ばんせい投信投資顧問株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受

託者として締結された親投資信託である黒田マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま

す。）の受益証券のほか、次の本邦通貨表示のものに限る有価証券（金融商品取引法第2条第2項の

規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図しま

す。

a.株券又は新株引受権証書

b.国債証券

c.地方債証券

d.特別の法律により法人の発行する債券

e.社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離

型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

f.　特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをい

います。）

g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6

号で定めるものをいいます。）

h. 　協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの

をいいます。）

i. 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品

取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

j.コマーシャル・ペーパー
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k.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同

じ。）および新株予約権証券

l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有

するもの

m.投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第１項第10号で定める

ものをいいます。）

n.　投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第１項第

11号で定めるものをいいます。）

o.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま

す。）

p.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるも

のをいい、有価証券に係るものに限ります。）

q.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

r.外国法人が発行する譲渡性預金証書

s.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信

託の受益証券に限ります。）

t.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

u.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行

信託の受益証券に表示されるべきもの

v.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

なお、a.の証券または証書、l.ならびにq.の証券または証書のうちa.の証券または証書

の性質を有するものを以下「株式」といい、b.からf.までの証券およびl.ならびにq.の

証券または証書のうちb.からf.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい

い、m.およびn.の証券を以下「投資信託証券」といいます。

〔2〕委託者は信託金を、上記②〔1〕に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第

2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用する

ことを指図することができます。

a.預金

b.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除き

ます。）

c.コール・ローン

d.手形割引市場において売買される手形

e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

f.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

〔3〕上記②〔1〕の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託

者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記②〔2〕に掲げる金融商品により運用

することの指図ができます。

③その他の投資対象

〔1〕先物取引等

〔2〕スワップ取引
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（３）【運用体制】

①当ファンドの運用体制

当ファンドの運用は委託会社によって行われ、委託会社の運用体制は以下の通りです。
 

 

※運用体制は、今後変更になる場合があります。

 

②運用の流れ

〔1〕運用計画策定

a． 投資候補銘柄の選定

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。原則として、黒田マザーファンドを通

じてわが国の中小型株を組入れます。

（参考）マザーファンドにおける投資候補銘柄の選定

 

委託者の定める投資適格の基準を満たした銘柄を前提とし、東証一部上場の大型株を除く、わが

国の株式（JASDAQ上場株式、東証マザーズ上場株式、名証セントレックス上場株式、日本国内の各

金融商品取引所第二部上場株式および第一部上場小型株、中型株等）の中から、中小型株の投資

魅力である企業の成長性を中心に、割安、変化する企業に着眼し、個別企業のファンダメンタルズ

などをもとに株価水準や株式のバリュエーション、流動性などを勘案して投資候補銘柄を選定し

ます。

当ファンドについても、直接株式を組入れる場合は、上記マザーファンドと同様に投資候補銘柄

を選定します。

b.  投資銘柄の決定

主に黒田マザーファンド受益証券に投資を行ないます。マザーファンドにおいては、投資候補銘柄

の中から、さらに、運用担当者等の個別企業リサーチによる情報収集、分析、評価を経て、株価水準、

業種配分、時価総額等を考慮の上、投資銘柄を決定します。
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c.  運用計画の決定プロセス

運用会議において、委託者の運用担当者は市場環境について討議を行い、様々な情報を得ます。運用

会議を経て、運用計画は、運用担当者が起案し投資政策委員会に提出します。取締役会の監督の下、

投資政策委員会において運用計画を審議し決定しますが、運用方針等に適合しない場合、運用計画

の変更指図をします。投資政策委員会において決定された運用計画は、コンプライアンス委員会に

おいて法令、信託約款及び社内規程等への適合性を確認したうえで承認され、運用の執行が行われ

ます。運用の執行においては、法令、信託約款、社内規程等の遵守状況について、管理部、コンプライ

アンス・オフィサーがチェックを行います。管理部は問題があった場合にはコンプライアンス・オ

フィサーに報告します。また、運用計画の内容について法令諸規則等への適合性が確認できない場

合は、委託者の運用担当者に対して当該運用計画を差戻し、変更指図します。変更指図を受けた運用

担当者は、運用方針、法令、信託約款等を確認し、再度運用計画を起案し、投資政策委員会に提出しま

す。

〔2〕運用指図

投資政策委員会で審議された運用計画をもとに、運用担当者が売買を指図します。

〔3〕リスク管理および運用成果のチェック

委託者の運用に関わるリスクおよび法令遵守の状況を委託者の管理部において日々チェックしてお

り、コンプライアンス・オフィサーおよび運用担当者に報告しています。また、運用成果のチェックは

投資政策委員会が定期的に行ないます。

③運用体制に関する社内規則

運用に関する社内規則として「投資運用規程」があり、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほ

か、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図っ

ています。

 

（４）【分配方針】

①収益分配は年１回、決算時（原則として毎年11月30日。30日が休業日の場合は、翌営業日。）に、以下の

分配方針に基づき行ないます。

〔1〕分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収益と売買益（評価益を含みま

す。）等の全額とします。

〔2〕分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案し、決定します。ただし、分配対象額が少額の場合に

は、分配を行なわないこともあります。

〔3〕留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行ないます。

※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

②信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

〔1〕配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額

（以下「配当等収益」といいます。）は諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相

当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に

あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
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〔2〕売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬およ

び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売

買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるた

め、分配準備積立金として積み立てることができます。

〔3〕毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

③受益者の分配金は原則として、決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。

　ファンドの分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当

該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当

該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記

載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として、決算日

から起算して5営業日目までに支払いを開始します。「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、分

配金は税金を差し引いた後、無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座

簿に記載または記録されます。

 

（５）【投資制限】

①株式への投資割合

株式への実質投資割合には制限を設けません。

②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合

新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。

③投資信託証券への投資割合

投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5％

以下とします。

④先物取引等の運用指図・目的・範囲

〔1〕委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商

品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま

す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）

および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます）

ならびに外国の取引所におけるわが国の有価証券に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で

行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うも

のとします。（以下同じ。）

a.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッ

ジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範

囲内とします。

b.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ

対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が

限月までに受け取る組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸

付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月ま

でに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに「（2）投資対象②有

価証券および指図範囲等〔2〕a.からd.」に掲げる金融商品で運用している額の範囲内

とします。
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c.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ

ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の

5％を上回らない範囲内とします。

〔2〕委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利

に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

a.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額がヘッジ対

象とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金

等ならびに「（2）投資対象②有価証券および指図範囲等〔2〕a.からd.」に掲げる金

融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時

価総額の範囲内とします。

b.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財

産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに「（2）投

資対象②有価証券および指図範囲等〔2〕a.からd.」に掲げる金融商品で運用している

額の範囲内とします。

c.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額

の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、

かつ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点

の信託財産の純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。

⑤スワップ取引の運用指図・目的・範囲

〔1〕委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す

るため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引

（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。

〔2〕スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと

します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり

ません。

〔3〕スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザー

ファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額

との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項に同じ。）が、信託財

産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総

額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場

合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するもの

とします。

〔4〕前項において信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引

の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー

ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

〔5〕スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価する

ものとします。

〔6〕委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保

の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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⑥同一銘柄の株式への投資割合

同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。

⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。

⑧同一銘柄の転換社債等への投資割合

同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち転換社債型新株予約権付社債への実質投資割

合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

⑨外貨建資産への投資割合

外貨建資産への投資は行ないません。

⑩投資する株式等の範囲

〔1〕委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所

に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引され

ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得

する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

〔2〕前項の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等に

おいて上場されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができ

るものとします。

⑪信用取引の指図範囲

〔1〕委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をす

ることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうこ

との指図をすることができるものとします。

〔2〕前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうこ

とができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

a.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

b.株式分割により取得する株券

c.有償増資により取得する株券

d.売出しにより取得する株券

e.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社

債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券

f.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、また

は信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に

定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

⑫有価証券の貸付けの指図および範囲

〔1〕委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号

の範囲内で貸付けの指図をすることができます。

a.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式

の時価合計額の50％を超えないものとします。

b.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保

有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
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〔2〕前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は遅滞なく、その超える額に相当する

契約の一部の解約を指図するものとします。

〔3〕委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと

します。

⑬公社債の借入れ

〔1〕委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。な

お、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行

なうものとします。

〔2〕前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

〔3〕信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総

額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の

一部を返還するための指図をするものとします。

〔4〕第1項の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。

⑭資金の借入れ

〔1〕委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金

の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と

して、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場

を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の

運用は行なわないものとします。

〔2〕前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。

a.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために

行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確

定している資金の額の範囲内

b.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範

囲内

c.借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内

〔3〕一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財

産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から

信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始

日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当

該期間とします。

〔4〕再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁

される日からその翌営業日までとします。

〔5〕借入金の利息は信託財産中から支弁します。

⑮同一の法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）

同一の法人の発行する株式について、次のa.の数がb.の数を超えることとなる場合には、当該株式を信

託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。

a.委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総

数

b.当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
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３【投資リスク】

（1）ファンドのもつリスク

当ファンドは、株式や公社債など値動きのある証券にマザーファンドを通じてまたは直接投資しますの

で、基準価額は変動します。従って、当ファンドは、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の

下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべ

て受益者に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。

①株価変動リスク

株価変動リスクとは、株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受け下落するリスク

をいいます。当ファンドは、株式にマザーファンドを通じてまたは直接投資し、株式の実質組入比率を

原則として高位に保ちますので、株式市場の動きにより、当ファンドの基準価額は変動します。一般に

は、株式市場が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性がありま

す。

また、当ファンドがマザーファンドを通じてまたは直接投資する株式の発行企業が、業績悪化、経営不

振あるいは倒産等に陥った場合には、その企業の株式の価値が大きく減少すること、もしくは無くなる

ことがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。

②金利変動リスク

金利変動リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場

合には、債券価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

また、金利水準の大きな変動は、株式市場に影響を及ぼす場合があり、債券市場のほかに株式市場を通

じても当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。

③信用リスク

信用リスクとは、当ファンドがマザーファンドを通じてまたは直接投資する公社債および短期金融商

品の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支

払うことができなくなるリスクをいいます。一般に債務不履行が発生した場合、または予想される場合

には、公社債および短期金融商品の価格は下落します。また、発行体の格付けの変更に伴い価格が下落

するリスクもあります。さらに、当該発行体が企業の場合には、その企業の株価が下落する要因となり

ます。これらの影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

④流動性リスク

流動性リスクとは、有価証券等を売買しようとする場合、需要または供給がないために、有価証券等を

希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができないリスクをいいます。当ファ

ンドがマザーファンドを通じてまたは直接売買しようとする有価証券等の市場規模が小さい場合や取

引量が少ない場合、希望する売買が希望する価格でできない可能性があります。特に流動性の低い有価

証券等を売却する場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
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⑤他のベビーファンドの影響

当ファンドが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のファンド（ベビーファ

ンド）において、設定・解約や資産構成の変更等によりマザーファンドの組入有価証券等に売買が生

じた場合、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基

準価額に影響を及ぼすことがあります。これにより、マザーファンドの基準価額が下落した場合には、

その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

⑥投資信託に関する一般的なリスク

〔1〕法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が重大な不利益を被る可能性がありま

す。

〔2〕信託財産の状況によっては、目指す運用が行なわれないことがあります。また、信託財産の減少の状

況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあり

ます。

〔3〕短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を市

場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する

要因となり、損失を被ることがあります。

〔4〕証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経

済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファ

ンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があります。

⑦運用体制の変更ならびに運用責任者の交代に関するリスク

ファンドおよびマザーファンドの運用体制は、今後、変更される場合もあります。

また、ファンドおよびマザーファンドは長期にわたり運用を行うために、信託期間の途中において運用

責任者が交代される場合があります。

この場合においてもファンドの運用方針が変更されることはありませんが、運用責任者の交代等に伴

い、組入銘柄の入替等が行われる場合があります。

なお、運用責任者の交代があった場合には、運用を中止し、償還する可能性があります。

《その他の留意点》

・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第３７条６の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はあ

りません。

・ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超

えて分配を行う場合があります。従って、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンド

の収益率を示唆するものではありません。

投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部

または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。

分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は

その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった

場合においても、当該運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価

額と比べて下落することになります。
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（2）リスク管理体制

運用上のリスク管理
 

 

委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に関する基本方針に基づき、運用部、商品運用部、管理部

およびコンプライアンス・オフィサーならびに投資政策委員会等が直接的または間接的に運用状況のモニ

タリングを通じて運用リスクの管理を行います。

〔1〕委託会社の運用部および商品運用部にて、運用リスク管理を行い、定期的に運用リスク状況を投資政策委

員会に報告します。

〔2〕委託会社の管理部は、運用リスク等のモニタリングを行い、その結果をコンプライアンス・オフィサーに

報告します。管理部およびコンプライアンス・オフィサーは、状況に応じて運用部および商品運用部に内

容の確認を行います。確認の結果、当ファンドの商品性に合致しないリスクが存在すると認められた場

合、運用部および商品運用部に対し注意喚起を行い、委託者の投資政策委員会において報告を行います。

〔3〕〔2〕による投資政策委員会への報告が行われた場合、投資政策委員会は、速やかに対応策を決定し、改善

指示を行います。

※上記リスク管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
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４【手数料等及び税金】

ファンドの取得からご解約・償還までに係るおもな費用と税金の概要

（詳しくは次の(1)～(5)をご覧下さい。）

ファンドの取得時に

係る費用と税金

●申込手数料＋消費税等

申込手数料は販売会社毎に定めます。

 

ファンドの保有時に

係る費用と税金

●信託報酬＋消費税等

●監査報酬＋消費税等

●信託事務の諸費用等＋消費税等他

●証券取引に伴う手数料等＋消費税等他

※上記の費用・税金は信託財産中から支払われます。

 

ファンドの解約・償還時に

係る費用と税金

●解約・償還時の手数料はありません。

●解約の際、信託財産留保額が差し引かれます。

○解約代金・償還金に

係る税金
（注）

個別元本超過額に対す

る所得税・地方税

 
（注）　個人受益者と法人受益者とでは税制が異なります。

（詳しくは、後述の「(5)課税上の取扱い」をご参照下さい。）
※税法が改正された場合等は、上記の税金に係る内容が変更される場合があります。

 

（１）【申込手数料】

申込手数料は、取得申込日の基準価額に、3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会社がそれぞれ独自に

定める手数料率を乗じて得た金額となります。

収益分配金を再投資する場合には申込手数料は、課されないものとします。

手数料について、詳しくは販売会社または委託照会先までお問合わせ下さい。

当ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗換え」
※１
または「償還前乗換え」

※２
により当ファンド

の受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があります。ただし、上記の申込

手数料の優遇に関しては、優遇制度の取扱い、優遇の内容、優遇を受けるための条件等は販売会社毎に異

なりますので、詳しくは各販売会社でご確認下さい。

※１「償還乗換え」とは、取得申込日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信託の償還金等をもって、その支払い

を行なった販売会社で当ファンドの受益権をお求めいただく場合をいいます。

※２「償還前乗換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定期間内において、当該証券投資

信託の一部解約金をもって、その支払いを行なった販売会社で当ファンドの受益権をお求めいただく場合をいいます。

 

（２）【換金（解約）手数料】

①解約時手数料

ご解約時の手数料はありません。
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②信託財産留保額

ご解約時に、申込日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除いたします。

※「信託財産留保額」とは、ご解約による組入有価証券などの売却等費用について受益者間の公平を期するため、投資信

託を途中解約される投資家にご負担いただくものです。なお、これは運用資金の一部として信託財産に組入れられます。

 

（３）【信託報酬等】

信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の157.5の

率（1.575％）（税抜1.5％）の率を乗じて得た額とします。

信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支

払うものとし、委託会社、販売会社ならびに受託会社との間の配分は以下のとおりとします。
 

信託報酬の配分

（年率）

委託会社 純資産総額に対し年0.756％（税抜 0.72％）

販売会社 純資産総額に対し年0.735％（税抜 0.70％）

受託会社 純資産総額に対し年0.084％（税抜 0.08％）

 

（４）【その他の手数料等】

ファンドは以下の費用も負担します。

①　ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用

②　先物取引やオプション取引等に要する費用

③　借入有価証券に係る品貸料

④　借入金の利息、融資枠の設定に要する費用

⑤　投資信託財産に関する租税

⑥　受託会社の立替えた立替金の利息

⑦　信託事務の処理に要する諸費用

1．投資信託振替制度に係る手数料および費用

2．有価証券届出書、有価証券報告書、臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用

3．目論見書の作成、印刷および交付に係る費用

4．販売用資料の作成、印刷および交付に係る費用

5．投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用

6．運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含

みます。）

7．ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託契約の

解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用

8．ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
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委託会社は純資産総額に対して委託会社は、上記⑦の信託事務の処理に要する諸費用の支払をファンド

のために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年 0.105％（税抜

0.10％）を上限とする率（ただし、変更される場合があります。）を毎日乗じて得た額を上記の諸費用等

の支払の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、投資信託財産より受領すること

ができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、期中に、随時係る諸費用の年率を見

直し、これを変更することができます。

上記⑦の信託事務の処理に要する諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。係る諸費用

は毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、当該監査報酬に係る消費

税等相当額とともに投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。

※当該「その他の手数料等」の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することが

できません。

 

受益者の負担となる費用等については、運用状況等により変動するものであり、事前に金額もしくはその

上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。

 

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

①個人、法人別の課税について

◆個人の投資家に対する課税

 

［収益分配金に関する課税］

＜平成25年1月1日から平成25年12月31日までの間＞

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金に対して10.147％（所得税7.147％および地方税3％）の税率

による源泉徴収が行われます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税（配当控除の適

用があります。）のいずれかを選択することもできます。上記10.147％の税率は平成26年1月1日以後、

20.315％（所得税15.315％および地方税5％）となる予定です。

 

［解約（換金）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税］

＜平成25年1月1日から平成25年12月31日までの間＞

換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）については、申告分離課税により10.147％（所得税

7.147％および地方税3％）の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は10.147％の税率により

源泉徴収が行われます。なお、上記10.147％の税率は平成26年1月1日以後、20.315％（所得税15.315％

および地方税5％）となる予定です。

 

《譲渡損失と収益分配金との間の損益通算について》

換金（解約）時および償還時の差損（譲渡損失）については、確定申告により上場株式等の配当所得

（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との通算が可能となります。
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◆法人の投資家に対する課税

＜平成25年1月1日から平成25年12月31日までの間＞

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の個別元本超過額につ

いては、7.147％（所得税7.147％）の税率で源泉徴収※が行われます。なお、地方税の源泉徴収はあり

ません。上記7.147％の税率は平成26年1月1日以後、15.315％（所得税15.315％）となる予定です。

※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除。

なお、法人の益金不算入制度の適用が可能です。

 

②換金（解約）時および償還時の課税について

 

［個人の投資家の場合］

 

換金（解約）時および償還時の差益
※
については、譲渡所得とみなして課税が行われます。

※換金（解約）時および償還時の価額から取得額（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡

益として課税対象となります。

 

［法人の投資家の場合］

 

換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。

 

なお、販売会社の買取りによるご換金の場合は、税金の取扱いが異なる場合があります。買取りによるご

換金については、詳しくは販売会社にお問合わせください。

 

③個別元本について

〔1〕追加型株式投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

〔2〕受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け

取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社にお問合わせくだ

さい。（「元本払戻金（特別分配金）」については、「④収益分配金の課税について」をご参照くだ

さい。）

 

④収益分配金の課税について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻

金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分）の区分があります。

なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該

元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
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＜イメージ図＞

 

(a.の場合)

　

 

(b.の場合)

　

 
※　平成25年1月末日現在のものですので、税法が改正された場合等は、上記（5）課税上の取扱いの内容が
変更される場合があります。

※※（5）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
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５【運用状況】

 

以下は平成25年1月末日現在の運用状況であります。

また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

 

（１）【投資状況】

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

親投資信託受益証券 日本 828,075,481 99.90

現金・預金・その他の資産（負債控除後） － 821,254 0.10

合計（純資産総額） 828,896,735 100.00

 

＜ご参考＞

「黒田マザーファンド」

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

株式 日本 711,981,000 85.44

現金・預金・その他の資産（負債控除後） － 121,315,748 14,56

合計（純資産総額） 833,296,748 100.00

 

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

 

イ．主要銘柄の明細　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

 
銘柄名

地域

種類

業種

株数、口数

又は額面金額

簿価単価

簿価

評価単価

時価

利率(％)

償還期限

(年/月/日)

投資

比率(％)

1
黒田マザーファンド

日本

親投資信託

受益証券

－

1,143,750,665
0.6347

725,938,547

0.7240

828,075,481

－

－
99.90

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類 投資比率（％）

親投資信託受益証券 99.90

合計 99.90

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

 

ハ．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

　　該当事項はありません。
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（参考）黒田マザーファンド

① 投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細　（評価額上位30銘柄）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:円）

 
銘柄名
地　域

種類
業種

株数、口数
または
額面金額

簿価単価
簿価

評価単価
時価

利率(％)
償還期限
(年/月/日)

投資
比率

1
朝日ネット 株式

88,000
388 443 －

4.68%
日本 情報・通信業 34,144,00038,984,000－

2
コシダカホールディングス 株式

16,000
2,113 2,270 －

4.36%
日本 サービス業 33,808,00036,320,000－

3
サイネックス 株式

74,700
380 470 －

4.21%
日本 サービス業 28,386,00035,109,000－

4
日本M&Aセンター 株式

9,500
2,692 3,230 －

3.68%
日本 サービス業 25,574,00030,685,000－

5
エプコ 株式

24,000
1,174 1,255 －

3.61%
日本 サービス業 28,176,00030,120,000－

6
日水製薬 株式

29,000
832 973 －

3.38%
日本 医薬品 24,128,00028,217,000－

7
デジタルガレージ 株式

120
159,000215,000－

3.09%
日本 情報・通信業 19,080,00025,800,000－

8
ショーボンドHD 株式

7,500
2,489 3,375 －

3.04%
日本 建設業 18,667,50025,312,500－

9
サイバーエージェント 株式

130
162,899191,900－

2.99%
日本 サービス業 21,176,85924,947,000－

10
アンリツ 株式

20,000
1,057 1,169 －

2.81%
日本 電気機器 21,148,41023,380,000－

11
エレコム 株式

15,500
1,430 1,487 －

2.77%
日本 電気機器 22,165,00023,048,500－

12
サンリオ 株式

6,000
2,958 3,655 －

2.63%
日本 卸売業 17,746,35321,930,000－

13
サンマルクホールディングス 株式

6,000
2,985 3,610 －

2.60%
日本 小売業 17,910,00021,660,000－

14
日本電産 株式

4,000
5,002 5,240 －

2.51%
日本 電気機器 20,009,76920,960,000－

15
住友精密 株式

49,000
346 413 －

2.43%
日本 機械 16,954,00020,237,000－

16
富士通ゼネラル 株式

25,000
756 800 －

2.40%
日本 電気機器 18,900,00020,000,000－

17
栄研化学 株式

16,000
1,122 1,235 －

2.37%
日本 医薬品 17,953,83119,760,000－

18
コロプラ 株式

3,500
5,439 5,590 －

2.35%
日本 情報・通信業 19,037,98019,565,000－

19
サト-ホールディングス 株式

13,000
1,329 1,460 －

2.28%
日本 機械 17,282,30818,980,000－

20
芝浦電子 株式

16,000
941 1,166 －

2.24%
日本 電気機器 15,056,00018,656,000－

21
トリドール 株式

16,500
1,021 1,131 －

2.24%
日本 小売業 16,839,56618,661,500－

22
日本輸送機 株式

40,000
367 456 －

2.19%
日本 輸送用機器 14,678,94618,240,000－

23
クックパッド 株式

6,000
2,423 3,025 －

2.18%
日本 サービス業 14,538,00018,150,000－

24
MARUWA 株式

6,000
2,466 2,808 －

2.02%
日本 ガラス・土石製品 14,796,00016,848,000－

25
ニ フ コ 株式

8,800
1,845 1,900 －

2.01%
日本 化学 16,232,75916,720,000－

26
リンナイ 株式

2,500
5,740 6,460 －

1.94%
日本 金属製品 14,350,00016,150,000－

27
エイチ・アイ・エス 株式

5,000
3,134 3,120 －

1.87%
日本 サービス業 15,670,93615,600,000－
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28
富士紡ホールディングス 株式

51,000
314 300 －

1.84%
日本 繊維製品 16,009,97115,300,000－

29
ナ ガ ワ 株式

10,000
1,499 1,505 －

1.81%
日本 サービス業 14,990,00015,050,000－

30
トプコン 株式

20,000
554 747 －

1.79%
日本 精密機器 11,080,00014,940,000－

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 

ロ．種類別及び業種別投資比率

種類 業種 投資比率（％）

株式 サービス業 24.72

 電気機器 14.36

 情報・通信業 11.85

 機械 6.46

 医薬品 5.76

 小売業 4.84

 建設業 3.04

 卸売業 2.63

 輸送用機器 2.19

 ガラス・土石製品 2.02

 化学 2.00

 金属製品 1.94

 繊維製品 1.84

 精密機器 1.79

合計 85.44

（注）投資比率、ファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。

 

② 投資不動産物件

　 該当事項はありません。

 

③ その他投資資産の主要なもの

　 該当事項はありません。
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（３）【運用実績】

 

①【純資産の推移】

平成25年1月末日現在及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間
純資産総額（百万円） 1口当り純資産額（円）

（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）

第1期　　2006年11月30日12,552 12,552 0.8348 0.8348

第2期　　2007年11月30日 5,479 5,479 0.6273 0.6273

第3期　　2008年12月 1日 2,686 2,686 0.4472 0.4472

第4期　　2009年11月30日 1,755 1,755 0.4838 0.4838

第5期　　2010年11月30日 1,207 1,207 0.5063 0.5063

第6期　　2011年11月30日 902 902 0.5031 0.5031

2012年 1月末日 866 － 0.5135 －

2月末日 916 － 0.5531 －

3月末日 946 － 0.5804 －

4月末日 913 － 0.5791 －

5月末日 793 － 0.5144 －

6月末日 819 － 0.5438 －

7月末日 787 － 0.5305 －

8月末日 787 － 0.5444 －

9月末日 781 － 0.5541 －

10月末日 748 － 0.5552 －

第7期　　2012年11月30日 747 747 0.5714 0.5714

12月末日 782 － 0.6068 －

2013年 1月末日 829 － 0.6499 －

 

②【分配の推移】

期 1口当り分配金

第1期 0.0000円

第2期 0.0000円

第3期 0.0000円

第4期 0.0000円

第5期 0.0000円

第6期 0.0000円

第7期 0.0000円
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③【収益率の推移】

期 収益率（％）

第1期 △16.5

第2期 △24.9

第3期 △28.7

第4期 8.2

第5期 4.7

第6期 △0.6

第7期 13.6

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末

基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を

四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

 

（４）【設定及び解約の実績】

期 設定口数 解約口数 発行済み口数

第1期 16,957,030,0001,920,690,00015,036,340,000

第2期 662,970,3036,965,270,6388,734,039,665

第3期 92,020,0002,821,111,5656,004,948,100

第4期 4,690,0002,381,020,0003,628,618,100

第5期 450,805 1,244,329,4552,384,739,450

第6期 6,836,937 598,887,1971,792,689,190

第7期 4,544,583 489,560,6261,307,673,147
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（参考資料）運用実績　2013年1月末日現在
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第２【管理及び運営】

１【申込(販売)手続等】

申込期間中の各営業日に、「第一部　証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれます。取得申込の受

付については、午後3時までに、取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手

続が完了したものを当日のお申込み分とします。

分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つの申込方法があります。

ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。

ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、委託会社照会先までお問合わせ下さい。

※申込受付時間は、販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

 

≪委託会社照会先≫

ばんせい投信投資顧問株式会社

■　お電話によるお問合わせ先

　　電話番号　０３－３５２３―８１１８

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。）

■　インターネットホームページ

　　http://www.bansei-am.co.jp/

 

販売の単位は、「分配金受取コース」の場合は1万口以上1万口単位、「分配金再投資コース」の場合は1円

以上1円単位とします。ただし、「分配金再投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合

は1口単位とします。なお、販売会社によっては、「積立投資契約」等に関する契約
※
を締結した場合、当該

契約で規定する取得申込みの単位でお申込み頂けます。

※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがありま

す。

受益権の販売価額は、取得申込日の基準価額とします。

金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、買付のお申込みの受付を

中止すること、および既に受付けた買付のお申込みの受付を取り消す場合があります。

 

＜申込手数料＞

■取得申込日の基準価額に、3.15％(税抜3.0％)以内
※
で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とし

ます。

※詳しくは販売会社にお問合わせください。販売会社については、委託会社照会先までお問合わせ下さい。
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■収益分配金を再投資する場合には申込手数料は課されないものとします。

取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の

振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加

の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該

口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録をことができます。委託者は、追加信託によ

り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法

に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知

があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないま

す。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、

振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。

 

２【換金(解約)手続等】

①受益者（委託者の指定する販売会社を含みます。以下本条において同じ。）は、自己に帰属する受益権に

つき、委託者に、1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位（別に定める契約に係る受益

権または販売会社に帰属する受益権については１口単位）をもって一部解約の実行を請求することがで

きます。

なお、受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となり

ます。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。

また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

②委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。

③前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の基準価額から当該基準価額に0.3％の率を乗じて

得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。

④受益者が①の一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものと

します。

⑤一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において

受益者に支払います。

⑥委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得

ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の

実行の請求の受付を取り消すことができます。

⑦上記により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった

当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない

場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部

解約の実行の請求を受付けたものとして上記③の規定に準じて計算された価額とします。

 

　一部解約に関して課税対象者に係る所得税および地方税に相当する金額が控除されます。

※一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または委託会社照会先にお問合わせ下さい。

※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問合わせいただけます基準価額

は、前日以前のものとなります。
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※換金の費用や税金については「第二部　ファンド情報　第1　ファンドの状況　4　手数料等及び税金」もご参照ください。

 

⑧販売会社による受益権の買取りを希望される受益者は取得申込みを取扱った販売会社にお問合わせ下さ

い。

 

換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る

この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数

の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減

少の記載または記録が行なわれます。

 

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法

人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負

債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権口数で除した金額

をいいます。

なお、基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または委託会社照会先にお問合わせ下さい。

※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問合わせいただけます基準価額は、

前日以前のものとなります。

 

（２）【保管】

該当事項はありません。

 

（３）【信託期間】

当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から平成27年11月30日まで、または（5）①a.、c.、i.、j.、

およびl.の規定による信託終了の日までとします。

 

（４）【計算期間】

当ファンドの計算期間は、原則として毎年12月1日から翌年11月30日までとします。

なお、上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま

す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始さ

れるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、上記(3)に定める信託期間の終了日とします。
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（５）【その他】

①信託の終了

a.委託者は、信託財産契約の一部を解約することにより、受益権の口数が5億口を下回るこ

ととなった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解除し、信託を終了させるこ

とができます。この場合において、委託者はあらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁

に届け出ます。

b.委託者は、前項の規定によりこの信託契約を解約しようとするときは、下記d.からg.に

従います。

c.委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であ

ると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、こ

の信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、

あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

d.委託者は、上記の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつその旨

を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、

この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を

行ないません。

e.上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異

議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

f.前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の

一を超えるときは、信託契約の解約をしません。

g.委託者は、上記の規定により、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しな

い旨およびその理由を公告し、かつこれらの事項を記載した書面を知られたる受益者に

対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、

公告を行ないません。

h.上記e.からg.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて

いる場合であって、上記e.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を

行なうことが困難な場合には適用しません。

i.委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信

託契約を解約し信託を終了させます。

j.委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと

きは、委託者は、この信託契約を解約し信託を終了させます。

上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信

託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記②のd.に該当する場合を除き、当該投

資信託委託会社と受託者との間において存続します。

k.受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任

務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受

託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者

を解任した場合、委託者は、信託約款の変更の規定に従い、新受託者を選任します。

l.委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了

させます。
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②投資信託約款の変更

a.委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと

きは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更できるものとし、あらかじめ、変更しよ

うとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

b.委託者は、上記の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更し

ようとする旨およびその内容を公告し、かつこれらの事項を記載した書面をこの信託約

款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受

益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。

c.上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異

議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

d.上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の

一を超えるときは、信託約款の変更をしません。

e.委託者は、上記の規定により、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しな

い旨およびその理由を公告し、かつこれらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る

知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対

して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。

f.委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記a.

～e.の規定に従います。

③運用報告書

当ファンドについて、委託者は、計算期間の終了毎に運用報告書を作成し、かつ知られたる受益者に交

付します。

④委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡

することがあります。

委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関す

る事業を承継させることがあります。

⑤公告

1.委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

http://www.bansei-am.co.jp/

2.前1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告

は、日本経済新聞に掲載します。

⑥信託事務処理の再信託

受託者は、当ファンドに係る信託事務処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会

社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基

づいて所定の事務を行ないます。

⑦異議申立ておよび受益権の買取請求

上記①a.および①c.に規定する信託契約の解約または上記②a.に規定する信託約款の変更を行なう場

合において、上記①e.または②c.の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対

し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請

求権の内容および買取請求の手続きについては、①d.または②b.に規定する公告または書面に付記し

ます。
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⑧関係法人との契約の更改

委託者と販売会社との間において締結している「投資信託受益権の取扱に関する契約」の有効期間は

契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意思表示のないとき

は自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。

 

４【受益者の権利等】

 

受益者の有する主な権利は次の通りです。

①収益分配金請求権

〔1〕収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託者の指定する日から毎計算期間の末日において振替

機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に

おいて一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末

日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受

益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。

〔2〕上記の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者

が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収

益分配金を販売会社に支払います。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に

係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権は、振替口座簿

に記載または記録されます。

〔3〕受益者が、収益分配金については、上記〔1〕に記載する支払開始日から5年間その支払いを請求しないと

きは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。

②一部解約請求権

〔1〕受益者（委託者の指定する販売会社を含みます。以下本条において同じ。）は、自己に帰属する受益権に

つき、委託者に、1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位（別に定める契約に係る受益

権または販売会社に帰属する受益権については１口単位）をもって一部解約の実行を請求することがで

きます。

〔2〕一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において受

益者に支払います。

③償還金請求権

〔1〕償還金は、信託終了日後1ヶ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等に記載ま

たは記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除き

ます。また当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載

または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受

益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、

当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振

替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

〔2〕受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権

利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
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第３【ファンドの経理状況】
 
 
(1)　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133

号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

 

(2)　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間（平成23年12月1日から平成

24年11月30日まで）の財務諸表については、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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１【財務諸表】
黒田アクティブジャパン

(1)【貸借対照表】
(単位：円)

第６期計算期間末
(平成23年11月30日現在)

第７期計算期間末
(平成24年11月30日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン 14,109,356 8,928,820

親投資信託受益証券 900,220,427 745,613,873

未収入金 5,000,000 －

流動資産合計 919,329,783 754,542,693

資産合計 919,329,783 754,542,693

負債の部

流動負債

未払解約金 8,594,636 855,588

未払受託者報酬 444,325 327,584

未払委託者報酬 7,887,501 5,815,484

その他未払費用 533,075 382,900

流動負債合計 17,459,537 7,381,556

負債合計 17,459,537 7,381,556

純資産の部

元本等

元本 1,792,689,190 1,307,673,147

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） △890,818,944 △560,512,010

（分配準備積立金） 11,306 17,968

元本等合計 901,870,246 747,161,137

純資産合計 901,870,246 747,161,137

負債純資産合計 919,329,783 754,542,693
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位：円)

第６期計算期間
(自 平成22年12月１日
　至 平成23年11月30日)

第７期計算期間
(自 平成23年12月１日
　至 平成24年11月30日)

営業収益

受取利息 4,927 2,962

有価証券売買等損益 31,449,346 119,393,446

営業収益合計 31,454,273 119,396,408

営業費用

受託者報酬 960,940 702,184

委託者報酬 17,058,246 12,465,325

その他費用 1,134,036 827,382

営業費用合計 19,153,222 13,994,891

営業利益又は営業損失（△） 12,301,051 105,401,517

経常利益又は経常損失（△） 12,301,051 105,401,517

当期純利益又は当期純損失（△） 12,301,051 105,401,517

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）

18,347,500 16,329,230

期首剰余金又は期首欠損金（△） △1,177,311,504 △890,818,944

剰余金増加額又は欠損金減少額 295,602,659 243,226,181

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

295,602,659 243,226,181

剰余金減少額又は欠損金増加額 3,063,650 1,991,534

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

3,063,650 1,991,534

分配金 － －

期末剰余金又は期末欠損金（△） △890,818,944 △560,512,010

EDINET提出書類

ばんせい投信投資顧問株式会社(E14235)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

48/91



(3)【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 
第7期計算期間

自　平成23年12月１日
至　平成24年11月30日

１ 運用資産の評価基準及び評価方法 (1)親投資信託受益証券

基準価額で評価しております。

　

２ 収益及び費用の計上基準 (1)有価証券売買等損益の計上基準

約定日基準で計上しております。

　

３ 追加情報 当計算期間の期首以後に行われる会計上の変更及び誤謬の訂正より、

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準

第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年

12月4日）を適用しております。

 
（貸借対照表に関する注記）

第6期計算期間末
平成23年11月30日現在

第7期計算期間末
平成24年11月30日現在

１ 計算期間の末日における受益権の総数

 1,792,689,190口

　

１ 計算期間の末日における受益権の総数

 1,307,673,147口

２ 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定

する額

元本の欠損 890,818,944円

　

２ 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定

する額

元本の欠損 560,512,010円

３ 計算期間の末日における1単位当りの純資産の額

1口当り純資産額 0.5031円

(10,000口当り純資産額 5,031円)

３ 計算期間の末日における1単位当りの純資産の額

1口当り純資産額 0.5714円

(10,000口当り純資産額 5,714円)

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第6期計算期間
自　平成22年12月 1日
至　平成23年11月30日

第7期計算期間
自　平成23年12月 1日
至　平成24年11月30日

１ 分配金の計算過程

該当事項はございません。

１ 分配金の計算過程

同左
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（金融商品に関する注記）

（1）金融商品の状況に関する事項

第6期計算期間
自　平成22年12月 1日
至　平成23年11月30日

第7期計算期間
自　平成23年12月 1日
至　平成24年11月30日

１ 金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第

2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規

定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品

に対して投資として運用することを目的としており

ます。

　

１ 金融商品に対する取組方針

同左

２ 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま

す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、（その

他の注記）の2 有価証券関係に記載しております。こ

れらは、「株価変動リスク」、「金利変動リスク」な

どの「市場リスク」、「信用リスク」、「流動性リス

ク」にさらされております。

　

２ 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

同左

３ 金融商品に係るリスク管理体制

委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に

関する基本方針に基づき、運用部、商品運用部、管理部

およびコンプライアンス・オフィサーならびに投資

政策委員会等が直接的または間接的に運用状況のモ

ニタリングを通じて運用リスクの管理を行っており

ます。

市場リスクについては、資産配分等の状況を常時、分

析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っ

ております。

信用リスクについては、発行体や取引先の財務状況等

に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用

度に応じた組入制限等の管理を行っております。

流動性リスクについては、市場流動性の状況を把握

し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

　

３ 金融商品に係るリスク管理体制

同左

４ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては一定の

前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に

よった場合、当該価額が異なることもあります。

　

４ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

同左
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（2）金融商品の時価等に関する事項

第6期計算期間末
平成23年 11月 30日現在

第7期計算期間
平成24年 11月 30日現在

１ 貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で

評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額

はありません。

　

１ 貸借対照表計上額、時価及び差額

同左

２ 時価の算定方法

親投資信託受益証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し

ております。

２ 時価の算定方法

親投資信託受益証券

同左

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は

時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と

しております。

　

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

同左

 

（関連当事者との取引に関する注記）

第6期計算期間
自　平成22年12月 1日
至　平成23年11月30日

第7期計算期間
自　平成23年12月 1日
至　平成24年11月30日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、

一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ

れていないため、該当事項はございません。

同左

 

（その他の注記）

１　元本の移動

第6期計算期間
自　平成22年12月 1日
至　平成23年11月30日

第7期計算期間
自　平成23年12月 1日
至　平成24年11月30日

期首元本額

期中追加設定元本額

期中一部解約元本額

2,384,739,450円

6,836,937円

598,887,197円

期首元本額

期中追加設定元本額

期中一部解約元本額

1,792,689,190円

4,544,583円

489,560,626円

 

２　有価証券関係

売買目的有価証券

 
第6期計算期間

自　平成22年12月 1日
至　平成23年11月30日

第7期計算期間
自　平成23年12月 1日
至　平成24年11月30日

種類 損益に含まれた評価差額 損益に含まれた評価差額

親投資信託受益証券 9,494,936円 99,618,688円

合計 9,494,936円 99,618,688円

 

３　デリバティブ取引関係

　第6期計算期間（自 平成22年12月1日 至 平成23年11月30日）

　該当事項はございません。

　第7期計算期間（自 平成23年12月1日 至 平成24年11月30日）

　該当事項はございません。
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(4)【附属明細表】
第1　有価証券明細表
(1)株式（平成24年11月30日現在）

該当事項はございません。

 

(2)株式以外の有価証券

   （平成24年11月30日現在）

種類 銘柄 総口数(口) 評価額(円) 備考

親投資信託受益証券 黒田マザーファンド 1,174,750,076745,613,873 

合計  1,174,750,076745,613,873 

 

第2　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
　　該当事項はございません。
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（参考）
黒田マザーファンド

 
当ファンドは、「黒田マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親

投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

尚、同親投資信託の状況は次の通りです。

 
１「黒田マザーファンド」の状況
　　以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

 

(1)《貸借対照表》
対象年月日 平成24年11月30日現在

科目 金額（円）

資産の部  

　流動資産  

　　金銭信託 727,656

　　コール・ローン 32,909,791

　　株式 932,974,400

　　現先取引勘定 119,996,400

　　未収入金 10,031,025

　　未収配当金 5,417,000

　　流動資産合計 1,102,056,272

　資産合計 1,102,056,272

負債の部  

　流動負債  

　　未払金 3,464,942

　　流動負債合計 3,464,942

　負債合計 3,464,942

純資産の部  

　元本等  

　　元本 1,730,838,446

　　剰余金  

　　　期末剰余金又は期末欠損金（△） △632,247,116

　　元本等合計 1,098,591,330

　純資産合計 1,098,591,330

負債純資産合計 1,102,056,272
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(2)《注記表》
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 
自　平成23年12月 1日
至　平成24年11月30日

１ 運用資産の評価基準及び評価方法 (1)株式

原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその

最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相

場）で評価しております。

　

２ 収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金の計上基準

受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又

は予想配当金額を計上しております。

　

(2)有価証券売買等損益の計上基準

約定日基準で計上しております。

　

３ その他 (1)現先取引

現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」

の規定によっております。

　

４ 追加情報 当計算期間の期首以後に行われる会計上の変更及び誤謬の訂正よ

り、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計

基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平

成21年12月4日）を適用しております

 

（その他の注記）

平成24年11月30日現在

１　期首 平成23年12月1日

　　期首元本額 2,230,798,502円

　　期首より平成24年11月30日までの期中追加設定元本額 - 円

　　期首より平成24年11月30日までの期中一部解約元本額 499,960,056円

  

　　期末元本額 1,730,838,446円

　　期末元本額の内訳＊  

　　黒田アクティブジャパン 1,174,750,076円

　　黒田アクティブアルファ 556,088,370円

  

２　元本の欠損の額 632,247,116円

  

３　計算期間の末日における1単位当りの純資産の額  

　　1口当りの純資産額 0.6347円

　　(10,000口当りの純資産額 6,347円)

＊　当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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(3)《附属明細表》
第1　有価証券明細表
(1)株式
   （平成24年11月30日現在）

通貨 銘柄名 株式数
評価額（円)

備考
単価 金額

日本円 ショーボンドHD 8,500 2,48921,156,500 

 富士紡ホールディングス 45,000 314 14,130,000 

 ニ フ コ 10,000 1,86018,600,000 

 日水製薬 34,900 832 29,036,800 

 MARUWA 7,000 2,46617,262,000 

 リンナイ 5,000 5,74028,700,000 

 日特エンジニアリング 20,800 968 20,134,400 

 サト-ホールディングス 14,000 1,32818,592,000 

 住友精密 70,000 346 24,220,000 

 山洋電気 17,000 454 7,718,000 

 エレコム 18,500 1,43026,455,000 

 アンリツ 21,000 1,05922,239,000 

 富士通ゼネラル 37,000 756 27,972,000 

 日本航空電子 36,000 682 24,552,000 

 日本セラミック 20,800 1,24925,979,200 

 芝浦電子 23,200 941 21,831,200 

 トプコン 40,000 554 22,160,000 

 1STホールディングス 23,000 550 12,650,000 

 ニフティ 135 132,70017,914,500 

 朝日ネット 148,000 388 57,424,000 

 ジャストシステム 110,000 305 33,550,000 

 デジタルガレージ 150 159,00023,850,000 

 ウェザーニューズ 4,000 2,78011,120,000 

 ネットワンシステムズ 21,000 800 16,800,000 

 GMOインターネット 23,000 502 11,546,000 

 シークス 15,000 1,03415,510,000 

 サンマルクホールディングス 21,000 2,98562,685,000 

 ケーユーホールディングス 45,500 485 22,067,500 

 ライフネット生命保険 17,500 868 15,190,000 

 一建設 8,000 2,59620,768,000 

 日本M&Aセンター 14,000 2,69237,688,000 

 コシダカホールディングス 20,000 2,11342,260,000 

 クックパッド 6,000 2,42314,538,000 

 エプコ 34,700 1,17440,737,800 

 サイネックス 95,900 380 36,442,000 

 オプト 52 122,5006,370,000 

 サイバーエージェント 155 161,70025,063,500 

 東祥 4,000 1,2715,084,000 

 ナ ガ ワ 22,000 1,49932,978,000 

計 銘柄数:39   932,974,400 

 組入時価比率:  84.92%   100%  

　      

合計    932,974,400 

(注)　比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

 

第2　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
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２【ファンドの現況】

 

【純資産額計算書】

 

平成25年1月31日現在

Ⅰ　資産総額

Ⅱ　負債総額

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

Ⅳ　発行済数量

Ⅴ　１単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

834,442,118円

5,545,383円

828,896,735円

1,275,426,772口

0.6499円

 

（参考）黒田マザーファンド

 

純資産額計算書

 

平成25年1月31日現在

Ⅰ　資産総額

Ⅱ　負債総額

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

Ⅳ　発行済数量

Ⅴ　１単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

852,967,684円

19,670,936円

833,296,748円

1,151,011,808口

0.7240円
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

 

（1）投資信託受益証券の名義書換等

該当事項はありません

 

（2）再交付

受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記

名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行

の請求を行わないものとします。

 

（3）名義書換手続きの停止

該当事項はありません。

 

（4）譲渡制限

譲渡制限はありません。

 

（5）受益権の譲渡

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または

記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 

②前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減

少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも

のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先

口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にした

がい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとしま

す。 

③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている

振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委

託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期

間を設けることができます。 

 

（6）受益権の譲渡の対抗要件 

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗するこ

とができません。 

 

（7）受益権の再分割 

委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合に

は、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できる

ものとします。 
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（8）償還金

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に

おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で

取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取

得申込者とします。）に支払います。

 

（9）質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部

解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定による

ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】

 

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（1）資本金の額（平成25年1月末日現在）

現在の資本金の額 5億1,450万円

会社が発行する株式総数 100,000株

発行済株式総数 20,180株

 

直近5ヵ年における主な資本の額の増減：

平成20年2月13日資本金 320百万円に増資

平成20年8月15日資本金 370百万円に増資

平成21年4月28日資本金 380百万円に増資

平成21年5月28日資本金 385百万円に増資

平成21年6月29日資本金 400百万円に増資

平成21年8月31日資本金 405百万円に増資

平成21年9月30日資本金 415百万円に増資

平成21年11月30日資本金 425百万円に増資

平成21年12月28日資本金 440百万円に増資

平成22年3月26日資本金 450百万円に増資

平成22年5月31日資本金 475百万円に増資

平成23年3月31日資本金 499.5百万円に増資

平成24年3月29日資本金 514.5百万円に増資

 

（2）委託会社の機構（本書提出日現在）

①会社の意思決定機構

取締役会は、法令又は定款に定める事項のほか、当会社の業務に関する重要事項を決定します。
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（組織図）
 

 

②投資運用の意思決定機構
 

 

（取締役会）

・運用担当取締役および「コンプライアンス委員会」からの運用に関する報告を受け、また必要に応じ各

部より報告を徴収して運用全体を管理監督いたします。

（投資政策委員会）

・代表取締役社長に加え、全取締役、ＣＩＯ、運用部長、コンプライアンス・オフィサー、管理部長により構

成されます。

・運用担当者が作成した運用計画、決算・配当政策、運用実績を審議し、決定したうえで、コンプライアン

ス委員会へ付議します。
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（運用会議）

　　・委託者の運用担当者は市場環境について討議を行い、様々な情報を得ます。

（コンプライアンス委員会、コンプライアンス・オフィサー）

・投資政策委員会において決定された運用計画等を審議し、法令諸規則等の適合性を確認し、承認します。

・適合性が確認できない場合、運用担当者（計画立案者）に変更指図を行います。

・コンプライアンス・オフィサーは投資政策委員会に必ず出席し、審議経過について必要と認める場合、

その議案の審議を中止させることができます。

（運用部）

・投資政策委員会およびコンプライアンス委員会において審議し決定された運用計画の実行およびモニ

タリングをします。

・運用報告書を作成します。

 

２【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って

います。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

 

委託会社が運用する証券投資信託は平成25年1月末日現在、次の通りです。但し、親投資信託を除きます。

種類 本数 純資産総額［百万円］

追加型株式投資信託 10 8,537

合計 10 8,537
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３【委託会社等の経理状況】

 

1．　 委託会社であるばんせい投信投資顧問株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、な

らびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令

第52号）により作成しております。

また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年

大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、

「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。

 

2．　 財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

3．　 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項に基づき、第14期事業年度（平成23年4月1日から平成24年3

月31日まで）の財務諸表については、かがやき監査法人により監査を受けております。

また、第15期事業年度に係る中間会計期間（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）の中間財務諸

表については、かがやき監査法人による中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】

  
前事業年度

（平成23年3月31日）
当事業年度

（平成24年3月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

１．現金及び預金   95,551  105,993

２．未収委託者報酬   25,946  23,791

３．未収収益 ※１  14,655  15,881

４．前払費用   1,122  1,303

５．立替金   9,155  8,628

６．その他   431  170

７．貸倒引当金   △ 4,798  △ 4,029

流動資産計   142,064  151,737

Ⅱ　固定資産      

１．有形固定資産      

（1）建物附属設備  235  1,965  

　　 減価償却累計額  △ 41 193 △ 478 1,486

（2）工具器具及び備品  7,651  8,252  

　　 減価償却累計額  △ 6,207 1,444 △ 5,554 2,698

有形固定資産計   1,637  4,185

２．無形固定資産      

（1）電話加入権   288  288

（2）ソフトウェア   80  23

無形固定資産計   368  311

固定資産計   2,005  4,497

資産合計   144,070  156,235
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前事業年度

（平成23年3月31日）
当事業年度

（平成24年3月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

１．未払金 ※１  16,344  16,204

２．未払費用   5,064  4,767

３．未払法人税等   1,414  2,475

４．預り金   1,481  944

５．賞与引当金   7,683  5,393

６．未払消費税   903  1,967

流動負債計   32,891  31,752

負債合計   32,891  31,752

      

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

　　１．資本金   499,500  514,500

　　２．資本剰余金      

　　（1）資本準備金  259,500  274,500  

　　（2）その他資本剰余金  1,465  1,465  

　　    資本剰余金計   260,965  275,965

　　３．利益剰余金      

　　　　その他利益剰余金      

　　　　  繰越利益剰余金  △ 649,286  △ 665,982  

　　    利益剰余金計   △ 649,286  △ 665,982

　　    株主資本合計   111,178  124,483

　    純資産合計   111,178  124,483

　    負債純資産合計   144,070  156,235

　      

 

EDINET提出書類

ばんせい投信投資顧問株式会社(E14235)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

64/91



(2)【損益計算書】
 

  
前事業年度

(自　平成22年4月１日
至　平成23年3月31日)

当事業年度
(自　平成23年4月１日
至　平成24年3月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業収益      

　１．委託者報酬  97,054  97,429  

　２．投資顧問料 ※１ 104,350  118,309  

　３．その他営業収益 ※１ 3,809  5,714  

営業収益計   205,213  221,452

Ⅱ　営業費用      

１.支払手数料 ※１ 32,089  33,206  

２.広告宣伝費 ※１ 5,153  4,665  

３.受益証券発行費  249  249  

４.調査費      

（1）調査費  19,092  22,308  

（2）委託調査費  6,658  6,959  

５.委託計算費  20,988  21,388  

６.営業雑経費      

（1）通信費  2,124  1,740  

（2）協会費  1,595  1,090  

（3）諸会費  792  1,444  

（4）貸倒引当金繰入額  7,760  2,425  

（5）その他営業雑経費  7,134  3,409  

営業費用計   103,639  98,888

Ⅲ　 一般管理費      

　１.給料      

　（1）役員報酬  2,700  2,845  

　（2）給料・手当 ※１ 100,170  83,737  

　（3）賞与  8,730  3,941  

　（4）賞与引当金繰入額  13,107  3,174  

　２.交際費  193  260  

　３.旅費交通費  2,330  905  

　４.租税公課  2,171  2,626  

　５.不動産賃借料 ※１ 6,238  9,029  

　６.固定資産減価償却費  973  1,501  

　７.諸経費  24,462  30,192  

一般管理費計   161,076  138,215

　　　営業損失（△）   △ 59,502  △ 15,651

Ⅳ　営業外収益      

１．受取利息  23  14  

２．雑益  9  28  

営業外収益計   32  42

Ⅴ　営業外費用      

１．為替差損  49  41  

２．株式交付費  346  105  

３．雑損失  59  -  

営業外費用計   455  146

経常損失（△）   △ 59,926  △ 15,755

Ⅵ　特別利益      

  １．固定資産売却益 ※２ －  26  

２. 貸倒引当金戻入  90  －  

特別利益計   90  26

Ⅶ　特別損失      

１．固定資産売却損 ※３ －  17  

特別損失計   －  17

税引前当期純損失（△）   △ 59,835  △ 15,745

法人税、住民税及び事業税   290  950

当期純損失（△）   △ 60,125  △ 16,695
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(3)【株主資本等変動計算書】

 

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

 
前事業年度

(自　平成22年4月 1日
至　平成23年3月31日)

当事業年度
(自　平成23年4月 1日
至　平成24年3月31日)

株主資本   

　資本金   

当期首残高 450,000 499,500

当期変動額   

新株の発行 49,500 15,000

当期変動額合計 49,500 15,000

当期末残高 499,500 514,500

資本剰余金   

　　資本準備金   

当期首残高 210,000 259,500

当期変動額   

新株の発行 49,500 15,000

当期変動額合計 49,500 15,000

　　当期末残高 259,500 274,500

　　その他資本剰余金   

当期首残高 1,465 1,465

当期末残高 1,465 1,465

資本剰余金合計   

当期首残高 211,465 260,965

当期変動額   

新株の発行 49,500 15,000

当期変動額合計 49,500 15,000

当期末残高 260,965 275,965

利益剰余金   

　繰越利益剰余金   

当期首残高 △589,161 △ 649,286

当期変動額   

当期純損失（△） △60,125 △ 16,695

当期変動額合計 △60,125 △ 16,695

当期末残高 △649,286 △ 665,982

株主資本合計   

当期首残高 72,304 111,178

当期変動額   

新株の発行 99,000 30,000

当期純損失（△） △60,125 △ 16,695

当期変動額合計 38,874 13,304

当期末残高 111,178 124,483

純資産合計   

当期首残高 72,304 111,178

当期変動額   

新株の発行 99,000 30,000

当期純損失（△） △60,125 △ 16,695

当期変動額合計 38,874 13,304

当期末残高 111,178 124,483
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重要な会計方針

項目
当事業年度

(自　平成23年4月１日
至　平成24年3月31日)

１．固定資産の減価償却の方法 イ　有形固定資産（リース資産を除く）

①平成19年3月31日までに取得したもの

旧定率法によっております。

②平成19年4月1日以降に取得したもの

定率法によっております。

なお、耐用年数は次のとおりです。

建物附属設備　  15～18年

工具器具及び備品 3～15年

 

ロ　無形固定資産

定額法を採用しております。

ソフトウェア　　　　     5年

　

２．繰延資産の処理方法

 

イ　株式交付費

支出時に全額費用としております

 

３．引当金の計上基準 イ　貸倒引当金

　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、当社は、一般債権につ

いては貸倒実績率により、また貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。

ロ　賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見

込額に基づき当事業年度負担額を計上しております。

 

４．その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

 

５．表示方法の変更

 

（貸借対照表関係）

前事業年度において「未払金」に含めていた「未払消費税」は、

金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとし

ております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の

財務諸表の組替えを行っております。

　この結果、前事業年度の貸借対照表において、「未払金」に表示し

ていた17,247千円は、「未払金」16,344千円、「未払消費税」903千

円として組替えております。

 

６．追加情報

 

　当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の

訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企

業会計基準第24号　平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第24号　平成21年12月4日）を適用しております。
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注記事項

 

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成23年3月31日）

当事業年度
（平成24年3月31日）

※１．関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債は次のとお

りであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(千円)

　　　　流動資産　

　　　　　未収収益　　　　　　　　　   1,768

　　　　　

　　　　流動負債

　　　　未払金　　　　　　　　　　　 1,268

　

※１．関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債は次のとお

りであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(千円)

　　　　流動資産　

　　　　　未収収益　　　　　　　　　   8,381

　　　　　

　　　　流動負債

　　　　未払金　　　　　　　　　　　 1,918

 

 

 

（損益計算書関係）

前事業年度
(自　平成22年4月１日
至　平成23年3月31日)

当事業年度
(自　平成23年4月１日
至　平成24年3月31日)

※１．関係会社との取引に係るものが次のとお

り含まれております。

(千円)

関係会社からの投資一任報酬　      18,720

関係会社への代行販売手数料 　      　827

関係会社への地代家賃　　　         6,238

関係会社への出向者給与　　      　25,452

※１．関係会社との取引に係るものが次のとお

り含まれております。

(千円)

関係会社からの投資一任報酬　　　　66,370

関係会社への代行販売手数料 　　　　6,048

関係会社からのコンサルティング料 　5,714

関係会社への地代家賃　　　  　　　 8,841

関係会社への出向者給与　　　　　　 1,806

関係会社へのロゴ掲載代　　　　　 　4,010

　

※２.  　　　　　　　― ※２.  固定資産売却益は、工具器具備品26千円で

あります。

　

※３.  　　　　　　　― ※３.  固定資産売却損は、工具器具備品17千円で

あります。

 

 

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成22年4月1日　至　平成23年3月31日）

１.発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：株）

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式 17,600 1,980 - 19,580
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（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次の通りであります。

株主割当増資による新株の発行による増加　1,980株

 

２.自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３.新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４.配当に関する事項

該当事項はありません。

 

当事業年度（自　平成23年4月1日　至　平成24年3月31日）

１.発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：株）

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式 19,580 600 ― 20,180

 

 

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次の通りであります。

株主割当増資による新株の発行による増加　600株

 

２.自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３.新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４.配当に関する事項

該当事項はありません。

 

 

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、事業計画に照らして、必要な資金を調達（主に増資）しております。資金運用については、短期的な

預金等に限定して行っております。

 

（2）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収収益は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は、為替の変

動リスクに晒されております。
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（3）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、営業債権について主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高

を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

 

②市場リスク（為替の変動に係るリスク）の管理

定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保

有状況を継続的に見直しております。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

前事業年度（自　平成22年4月1日　至　平成23年3月31日）

平成23年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な

お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

 貸借対照表計上額 時価 差額

 （千円） （千円） （千円）

（1）現金及び預金 95,551 95,551 ―

（2）未収委託者報酬 25,946 25,946 ―

（3）未収収益 14,655 14,655 ―

（4）立替金 9,155 9,155 ―

　　　貸倒引当金※ △ 4,798 △ 4,798  

資産計 140,510 140,510 ―

（1）未払金 16,344 16,344 ―

（2）未払費用 5,064 5,064 ―

（3）未払法人税等 1,414 1,414 ―

（4）預り金 1,481 1,481 ―

（5）未払消費税 903 903 ―

負債計 25,208 25,208 ―

　　　※立替金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(注)金融資産の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産

（1）現金及び預金（2）未収委託者報酬（3）未収収益

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。

（4）立替金

　これらは、回収見込額等に基づいて貸倒見積額を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価

額から現在の貸倒見積額を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。

負債

　　　（1）未払金（2）未払費用（3）未払法人税等（4）預り金（5）未払消費税

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。
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当事業年度（自　平成23年4月１日　至　平成24年3月31日）

平成24年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な

お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

 貸借対照表計上額 時価 差額

 （千円） （千円） （千円）

（1）現金及び預金 105,993 105,993 ―

（2）未収委託者報酬 23,791 23,791 ―

（3）未収収益 15,881 15,881 ―

（4）立替金 8,628 8,628 ―

　　　貸倒引当金※ △ 4,029 △ 4,029  

資産計 150,264 150,264 ―

（1）未払金 16,204 16,204 ―

（2）未払費用 4,767 4,767 ―

（3）未払法人税等 2,475 2,475 ―

（4）預り金 944 944 ―

（5）未払消費税 1,967 1,967  

負債計 26,358 26,358 ―

　　※立替金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(注)金融資産の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産

（1）現金及び預金（2）未収委託者報酬（3）未収収益

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお

ります。

（4）立替金

これらは、回収見込額等に基づいて貸倒見積額を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表

価額から現在の貸倒見積額を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。

負債

　　　（1）未払金（2）未払費用（3）未払法人税等（4）預り金（5）未払消費税

　　　　　 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。

 

 

EDINET提出書類

ばんせい投信投資顧問株式会社(E14235)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

71/91



（税効果会計関係）

前事業年度
(自　平成22年4月１日
至　平成23年3月31日)

当事業年度
(自　平成23年4月１日
至　平成24年3月31日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主

な原因別の内訳

(千円)

　　繰延税金資産

　　　税務上の繰越欠損金　　　　 264,189

　　　未払事業税否認　　　　　　　   457

　　　一括償却資産否認　　　　    　 102

　　　貸倒引当金　　　　　　　　　 1,952

　　　賞与引当金　　　　　　　　　 3,126

  　　　繰延税金資産 小計        269,828

　　　評価性引当額         　  △269,828

  　　　繰延税金資産の純額　　 　   　－

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主

な原因別の内訳

(千円)

　　繰延税金資産

　　　税務上の繰越欠損金　　　　 230,242

　　　未払事業税否認　　　　　　　   579

　　　一括償却資産否認　　　　    　 130

　　　貸倒引当金　　　　　　　　　 1,436

　　　賞与引当金　　　　　　　　　 2,050

　　　減価償却超過額　　　　　　　　　 6

  　　　繰延税金資産 小計        234,445

　　　評価性引当額         　  △234,445

  　　　繰延税金資産の純額　　 　   　－

　

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税

等の負担率との差異の原因となった主な項

目別の内訳

　　　当事業年度は、税引前当期純損失を計上してい

るため注記を省略しております。

　

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税

等の負担率との差異の原因となった主な項

目別の内訳

同左

　

３. 　　　　　　　　― ３. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産

及び繰延税金負債の金額の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の

構築を図るための所得税法等の一部を改正す

る法律」（平成23年法律第114号）及び「東

日本大震災からの復興のための施策を実施す

るために必要な財源の確保に関する特別措置

法」（平成23年法律第117号）が平成23年12

月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始

する事業年度から法人税率の引下げ及び復興

特別法人税の課税が行われることとなりまし

た。

　これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債

の計算に使用する法定実効税率は従来の

40.69％から平成24年4月1日に開始する事業

年度から平成26年4月1日に開始する事業年度

に解消が見込まれる一時差異については

38.01％に、平成27年4月1日に開始する事業年

度以降に解消が見込まれる一時差異について

は35.64％となります。

　なお、この税率変更による影響はありませ

ん。
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（企業結合等関係）

該当事項はありません。

 

 

（セグメント情報等）

＜セグメント情報＞

前事業年度（自 平成22年4月1日　至 平成23年3月31日）

当社は資産運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

当事業年度（自 平成23年4月1日　至 平成24年3月31日）

当社は資産運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

＜関連情報＞

前事業年度（自 平成22年4月1日　至 平成23年3月31日）

　1.製品およびサービスごとの情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 証券投資

一任報酬

商品投資

一任報酬
投信委託者報酬 その他 合計

外部顧客

からの収益
31,421 72,567 97,054 4,170 205,213

　

2.地域ごとの情報

（1）営業収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 日本 ケイマン諸島 合計

営業収益 134,360 70,853 205,213

　

（2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記

載を省略しております。

　

3.主要な顧客ごとの情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

顧客の名称

又は氏名
BY Premium Ⅰ Company

ばんせい証券

株式会社

IBS Pension Ⅱ Limited

Partnership

関東六県電気工事業

厚生年金基金

営業収益 36,160 18,720 14,608 13,010

　

当事業年度（自 平成23年4月1日　至 平成24年3月31日）

1.製品およびサービスごとの情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 
証券投資

一任報酬

商品投資

一任報酬
投信委託者報酬 その他 合計

外部顧客

からの収益
72,403 45,905 97,429 5,714 221,452

　

2.地域ごとの情報

（1）営業収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 日本 ケイマン諸島 合計

営業収益 173,665 47,787 221,452
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（2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記

載を省略しております。

 

3.主要な顧客ごとの情報　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 ばんせい証券株式会社 BY Premium Ⅰ Company

営業収益 72,084 31,522

 

＜報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報＞

前事業年度（自 平成22年4月1日　至 平成23年3月31日）

該当事項はありません。

 

当事業年度（自 平成23年4月1日　至 平成24年3月31日）

該当事項はありません。

 

＜報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報＞

前事業年度（自 平成22年4月1日　至 平成23年3月31日）

該当事項はありません。

 

当事業年度（自 平成23年4月1日　至 平成24年3月31日）

該当事項はありません。

 

＜報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報＞

前事業年度（自 平成22年4月1日　至 平成23年3月31日）

該当事項はありません。

 

当事業年度（自 平成23年4月1日　至 平成24年3月31日）

該当事項はありません。

 

 

（関連当事者情報）

前事業年度（自　平成22年4月１日　至　平成23年3月31日）

1.関連当事者との取引

親会社及び法人主要株主等

種類
会社等の
名称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円）

科目
期末残高
（千円）

親会社
ばんせい証
券株式会社

東京都
中央区

1,558,250証券業
(被所有)
直接100

投資一任契約
役員の兼任

投資顧問料の
受取

18,720
 
未収収益 1,768

代行販売手数
料の支払

827
 

出向者の受入
 

25,452
 
未払金 1,268

地代家賃の支
払

6,238
 

（注）1．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2．ばんせい証券株式会社との取引については、一般的な取引条件に基づき決定しております。

※ばんせい証券株式会社は、平成23年5月16日付でばんせい山丸証券株式会社から商号変更しております。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

1.親会社情報　

ばんせい証券株式会社　（未上場）

2.重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません

 

当事業年度（自　平成23年4月１日　至　平成24年3月31日）

1.関連当事者との取引

親会社及び法人主要株主等

種類
会社等の
名称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円）

科目
期末残高
（千円）

親会社
ばんせい証
券株式会社

東京都
中央区

1,558,250証券業
(被所有)
直接100

投資一任契約
役員の兼任

投資顧問料の
受取

66,370
 
  

代行販売手数
料の支払

6,048
 
未収収益 8,381

コンサルティ
ング料の受取

5,714
 
  

地代家賃の支
払

8,841
 
  

出向者の受入 1,806
 
未払金 1,918

ロゴ掲載費用
の支払い

4,010
 
  

（注）1．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2．ばんせい証券株式会社との取引については、一般的な取引条件に基づき決定しております。

 

2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

1.親会社情報

ばんせい証券株式会社　（未上場）

2.重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません

 

 

（１株当り情報）

前事業年度
(自　平成22年4月１日
至　平成23年3月31日)

当事業年度
(自　平成23年4月１日
至　平成24年3月31日)

1株当り純資産額　　　　　　　　　 5,678.19円

　1株当り当期純損失金額　　　　　　 3,232.92円

　　　なお、潜在株式調整後1株当り当期純利益金額につい

ては、1株当り当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

1株当り純資産額　　　　　　　　　 6,168.64円

　1株当り当期純損失金額　　　　　　   850.52円

　　　なお、潜在株式調整後1株当り当期純利益金額につい

ては、1株当り当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

（注）１株当り当期純利益（又は損失）金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

(自　平成22年4月１日
至　平成23年3月31日)

当事業年度
(自　平成23年4月１日
至　平成24年3月31日)

当期純損失（千円） △60,125 △16,695

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） △60,125 △16,695

普通株式の期中平均株式数（株） 18,598 19,630
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（重要な後発事象）

 

前事業年度（自　平成22年4月１日　至　平成23年3月31日）

該当事項はありません。

 

当事業年度（自　平成23年4月１日　至　平成24年3月31日）

該当事項はありません。

次へ
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中間財務諸表
(1) 中間貸借対照表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
 
 
 

 
 
 

当中間会計期間末

（平成24年9月30日）

区分
注記
番号

 

（資産の部）    

流動資産    

現金及び預金   104,599

未収委託者報酬   22,058

未収収益   15,335

前払費用   1,608

立替金   6,751

その他   1

貸倒引当金   △ 3,287

流動資産合計   147,067

固定資産    

有形固定資産    

建物附属設備   1,965

       減価償却累計額   △676

　　 建物付属設備(純額)   1,288

工具器具及び備品   9,772

       減価償却累計額   △6,321

工具器具及び備品(純額)   3,451

有形固定資産合計   4,739

無形固定資産    

電話加入権   288

ソフトウェア   11

無形固定資産合計   299

固定資産合計   5,039

資産合計   152,106

（負債の部）    

流動負債    

未払金 ※１  14,708

未払費用   4,657

未払法人税等   1,749

預り金   1,110

賞与引当金   5,175

流動負債合計   27,401

負債合計   27,401

(純資産の部)    

株主資本    

　　資本金   514,500

　　資本剰余金    

　　　資本準備金   274,500

　　　その他資本剰余金   1,465

　　  資本剰余金計   275,965

　　利益剰余金    

　　　その他利益剰余金    

　　   繰越利益剰余金   △665,760

　　  利益剰余金計   △ 665,760

　　株主資本合計   124,705

純資産合計   124,705

負債純資産合計   152,106
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(2) 中間損益計算書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

  

当中間会計期間

（自　平成24年4月 1日

至　平成24年9月30日)

区分
注記

番号

 

 

営業収益   114,463

営業費用   113,681

手数料等営業経費   46,291

一般管理費 ※１  67,389

営業利益   782

営業外収益   9

受取利息   9

営業外費用   95

雑損失   95

経常利益   696

税引前中間純利益   696

法人税、住民税及び事業税   475

中間純利益   221
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(3）中間株主資本等変動計算書　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 

当中間会計期間

（自　平成24年4月  1日

至　平成24年9月30日）

株主資本  

　資本金  

当期首残高 514,500

当中間期変動額  

当中間期変動額合計 －

当中間期末残高 514,500

資本剰余金  

　　資本準備金  

当期首残高 274,500

当中間期変動額  

当中間期変動額合計 －

当中間期末残高 274,500

　　その他資本剰余金  

当期首残高

当中間期変動額

　当中間期変動額合計

1,465

－

当中間期末残高 1,465

資本剰余金合計  

当期首残高 275,965

当中間期変動額  

当中間期変動額合計 －

当中間期末残高 275,965

利益剰余金  

　　繰越利益剰余金  

当期首残高 △665,982

当中間期変動額  

中間純損失 221

当中間期変動額合計 221

当中間期末残高 △665,760

株主資本合計  

当期首残高 124,483

当中間期変動額  

中間純損失 221

当中間期変動額合計 221

当中間期末残高 124,705

純資産合計  

当期首残高 124,483

当中間期変動額  

中間純損失 221

当中間期変動額合計 221

当中間期末残高 124,705
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重要な会計方針

 

項目
当中間会計期間

（自　平成24年4月１日
至　平成24年9月30日)

１．固定資産の減価償却の方法

 

 

イ　有形固定資産（リース資産を除く）

①平成19年3月31日までに取得したもの

　　旧定率法によっております。

　②平成19年4月1日以降に取得したもの

　　定率法によっております。

　　なお、耐用年数は次のとおりです。

　 建物附属設備　  15～18年

工具器具及び備品 3～15年

 

ロ　無形固定資産

定額法を採用しております。

　　　ソフトウェア　　　　     5年

　

２．引当金の計上基準 イ　貸倒引当金

　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、当社は、一般債

権については貸倒実績率により、また貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

ロ　賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支

給見込額に基づき当中間会計期間負担額を計上してお

ります。

 

３．その他中間財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

 

４．会計方針の変更等 （有形固定資産の減価償却方法の変更）

当社は法人税法の改正に伴い、当中間会計期間より、平成

24年4月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後

の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

この変更による当中間会計期間の損益に与える影響は軽

微であります。
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注記事項

 

（中間貸借対照表関係）

当中間会計期間末

（平成24年9月30日）

 

※１．消費税等の取り扱い

 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払金」として表示しております。

 

 
（中間損益計算書関係）

当中間会計期間

（自　平成24年4月１日  至　平成24年9月30日）

 

※１．減価償却実施額

 

有形固定資産　　　965千円　

 

無形固定資産　　　 11千円　

　

 

（中間株主資本等変動計算書関係）

 

当中間会計期間（自　平成24年4月1日　至　平成24年9月30日）

 

１.発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 20,180 ― ― 20,180

 

２.自己株式に関する事項

　　該当事項はありません。

３.新株予約権等に関する事項

　　該当事項はありません。

４.配当に関する事項

　　該当事項はありません。

 

（リース取引関係）

当中間会計期間末（平成24年9月30日）

　　該当事項はありません。
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（金融商品関係）

 

当中間会計期間末（平成24年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

　　平成24年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

 中間貸借対照表計上額 時価 差額

 （千円） （千円） （千円）

（1）現金及び預金 104,599 104,599 ―

（2）未収委託者報酬 22,058 22,058 ―

（3）未収収益 15,335 15,335 ―

（4）立替金 6,751 6,751 ―

　　　貸倒引当金※ △3,287 △3,287 ―

資産計 145,456 145,456 ―

（1）未払金 14,708 14,708 ―

（2）未払費用 4,657 4,657 ―

（3）未払法人税等 1,749 1,749 ―

（4）預り金 1,110 1,110 ―

負債計 22,226 22,226 ―

　※立替金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
 
(注)金融資産の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
 

　　　資産

（1）現金及び預金（2）未収委託者報酬（3）未収収益

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。

（4）立替金

　これらは、回収見込額等に基づいて貸倒見積額を算定しているため、時価は中間決算日における中間

貸借対照表価額から現在の貸倒見積額を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価とし

ております。

　　　負債

　　　（1）未払金（2）未払費用（3）未払法人税等（4）預り金

　　　　　 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお

ります。

 

（有価証券関係）

 

当中間会計期間末（平成24年9月30日）

　　該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

　　当中間会計期間末（平成24年9月30日）

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

＜セグメント情報＞

　　　当中間会計期間（自 平成24年4月1日　至 平成24年9月30日）

当社は資産運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

＜関連情報＞

当中間会計期間（自 平成24年4月1日　至 平成24年9月30日）

　1.製品およびサービスごとの情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 
証券投資一任
報酬

商品投資一任
報酬

投信委託者
報酬

その他 合計

外部顧客からの収益 47,082 21,865 42,658 2,857 114,463

 

2.地域ごとの情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（1）営業収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 日本 ケイマン諸島 合計

営業収益 92,293 22,170 114,463

 

（2）有形固定資産

　　本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記

載を省略しております。

 

3.主要な顧客ごとの情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 ばんせい証券株式会社 BY Premium Ⅰ Company

営業収益 47,306 14,630

 

＜報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報＞

当中間会計期間（自　平成24年4月1日　至　平成24年9月30日）

該当事項はありません。

 

＜報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報＞

当中間会計期間（自　平成24年4月1日　至　平成24年9月30日）

該当事項はありません。

 

＜報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報＞

当中間会計期間（自　平成24年4月1日　至　平成24年9月30日）

該当事項はありません。
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（１株当り情報）

 

１株当り純資産額並びに１株当り中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

＜1株当り純資産額＞

当中間会計期間末

（平成24年9月30日）

 

１株当り純資産額　　　　　　　　　　　6,163.71円

 

 

 

＜1株当り中間純利益金額＞

 

当中間会計期間

（自 平成24年4月1日　至 平成24年9月30日）

 

１株当り中間純利益金額　　　　　　　　　11.00円

 

なお、潜在株式調整後1株当り中間純利益金額については、1株当り中間純利益であり、また、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

 

（注）１株当り中間純利益の算定上の基礎

項目

当中間会計期間

（自　平成24年4月１日

至　平成24年9月30日）

中間純利益金額（千円） 221

普通株主に帰属しない金額（千円） ―

普通株式に係る中間純利益（千円） 221

普通株式の期中平均株式数（株） 20,180

 

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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４【利害関係人との取引制限】

委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止

されています。

①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者

の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと

して内閣府令で定めるものを除きます。)。

②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取

引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの

を除きます。)。

③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等（委

託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有

する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。）又は

子法人等（委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密

接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有

価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。

④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の

額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に

欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣

府令で定める行為。

 

５【その他】

①定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

②訴訟事件その他の重要事項 

本書提出日現在、委託会社及び当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実は

ありません。
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第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（1）受託者

（a）名称 （b）資本金の額
※ （c）事業の内容

三井住友信託銀行株式会社

（再信託受託者：日本トラスティ・

サービス信託銀行株式会社）

3,420億円

銀行法に基づき銀行業を営むとと

もに、金融機関の信託業務の兼営等

に関する法律（兼営法）に基づき

信託業務を営んでいます。

※平成24年4月1日現在

 

(2)販売会社

（a）名称 （b）資本金の額
※ （c）事業の内容

藍澤證券株式会社 8,000百万円

「金融商品取引法」に定める第一

種金融商品取引業を営んでいます。

日の出証券株式会社 4,650百万円

水戸証券株式会社 12,272百万円

かざか証券株式会社 3,000百万円

リテラ・クレア証券株式会社 3,794百万円

丸八証券株式会社 3,676百万円

むさし証券株式会社 5,000百万円

株式会社SBI証券 47,937百万円

SMBC日興証券株式会社 10,000百万円

あかつき証券株式会社 2,065百万円

マネックス証券株式会社 7,425百万円

ばんせい証券株式会社 1,558百万円

楽天証券株式会社 7,495百万円

※平成24年3月末日現在

 

２【関係業務の概要】

（1）受託者

ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保

管銀行への指図・連絡等を行います。なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株

式会社に委託することができます。

 

＜再信託受託者の概要＞

名称 ： 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

設立年月日 ： 平成12年6月20日

業務の概要 ： 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す

る法律に基づき信託業務を営んでいます。

銀行免許取得日および信託業務の認可取得日：平成12年7月13日
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（2）販売会社

ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行い、信託契約の一部解約に関する事務、収益

分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。

 

３【資本関係】(持株比率5.0％以上を記載します。)

①受託者

該当事項はありません。

②販売会社

ばんせい証券株式会社は委託会社の発行済株式の100.0％を所有しています。

（平成25年1月末日現在）
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第３【その他】

(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがあ

ります。

(2)届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け

るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあ

ります。

(3)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。

(4)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。

(5)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純

資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。

(6)目論見書に投資信託の財産は委託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合が

あります。
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独立監査人の監査報告書
 

平成２５年１月３０日
 

ばんせい投信投資顧問株式会社

取  締  役  会     御  中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士　　英　　　公　一　　㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士　　森　重　俊　寛　　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

況」に掲げられている黒田アクティブジャパンの平成２３年１２月１日から平成２４年１１月３０日までの計算期

間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するため

に経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策

定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用さ

れる。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部

統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積

りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、黒田

アクティブジャパンの平成２４年１１月３０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の

状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

ばんせい投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に

より記載すべき利害関係はない。

以　　上

 

（注）1.上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

ります。

　　　2.財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
平成24年6月20日

ばんせい投信投資顧問株式会社

取　締　役　会　御中

か が や き 監 査 法 人
 

代表社員
公認会計士 曾我　隆二　印業務執行社員

   
代表社員

公認会計士 葛西　晋哉　印業務執行社員

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状

況」に掲げられているばんせい投信投資顧問株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第14期事業

年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記につ

いて監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するため

に経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策

定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、選択及び適用さ

れる。財務諸表監査の目的は、内部続制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部

統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積

りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ばん

せい投信投資顧問株式会社の平成24年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす

べての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

 

（注）上記は、当社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しております。
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独立監査人の中間監査報告書
平成24年12月20日

ばんせい投信投資顧問株式会社
取 締 役 会　御中

かがやき監査法人
 

代表社員
業務執行社員

公認会計士 曾我　隆二

代表社員
業務執行社員

公認会計士 葛西　晋哉

 
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられているばんせい投信投資顧問株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの第
15期事業年度の中間会計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわ
ち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について
中間監査を行った。
 
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
 
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬
による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要
に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
ためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案す
るために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営
者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の
表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、ばんせい投信投資顧問株式会社の平成24年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する
中間会計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示してい
るものと認める。
 
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以 上
 
（注）上記は、当社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途

保管しております。
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